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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

令和２年５月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

今般、新型コロナウイルス感染症への対応により資金調達が困難となった保険薬局お

よび保険医療機関等について、福祉医療機構等の融資が実施されるまでの間の対策とし

て、本来令和2年7月に支払われる令和2年5月診療分の診療報酬等の一部を本年6月に受

け取ることを希望する保険薬局等に対して、概算前払が実施されることとなりました。 

概算前払い額は、令和2年4月診療分（6月支払分）の額と令和元年12月から令和2年2

月診療分の3か月平均額との差額に8分の10を乗じた額とすること、7月の診療報酬等の

支払時には、6月に前払いした分を減額することとされております。 

本件の申請先は、社会保険診療報酬支払基金（概算前払事務局）及び都道府県国民健

康保険団体連合会となり、受付期間は、5月27日（金）から6月5日（金）必着となりま

す。 

つきましては、ご多忙の折、恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県薬剤師会 
担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 
〒390-0802 松本市旭 2-10-15 
℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  
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至急 




































